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一般質問

議
員　

安

倍
内
閣
は

集
団
的
自

衛
権
の
行

使
の
容
認

が
必
要
と
し
、
解
釈
改
憲

を
閣
議
決
定
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
憲
法
の
改
正
手

続
き
は
、
衆
参
議
員
の
３

分
の
２
以
上
の
賛
成
を
も

っ
て
国
会
が
発
議
し
、
国

民
の
過
半
数
の
承
認
を
経

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
明

確
に
定
め
て
い
る
。
市
長

の
見
解
を
伺
う
。

市
長　

集
団
的
自
衛

権
は
、
自
国
と
密
接

な
国
が
武
力
攻
撃
さ

れ
た
際
に
、
自
国
が

攻
撃
さ
れ
て
い
な
く

と
も
実
力
を
も
っ
て

阻
止
す
る
権
利
で
、

歴
代
政
権
の
解
釈
は
、

憲
法
第
９
条
で
許
さ

れ
る
範
囲
を
超
え
る

も
の
で
あ
り
、
行
使

し
な
い
と
の
立
場
で

あ
る
。
私
は
、
外
交

を
尽
く
し
て
対
話
に

よ
る
問
題
解
決
に
当

た
り
、
日
本
の
安
全
、

平
和
を
保
つ
こ
と
が

土地区画整理事業で
     地籍調査の認証を
「今後の事業については認証していく」

中山 祐介 議員

地
籍
調
査

議
員　

国

土
交
通
省

が
実
施
す

る
国
最
大

の
国
土
調

査
で
あ
る
地
籍
調
査
。
戸

田
市
は
い
ま
だ
着
手
し
て

い
な
い
。
こ
の
理
由
は
。

議
員　

認

知
症
に
よ

る
行
方
不

明
者
は
、

平
成
25
年

度
、
全
国
で
１
万
３
２
２

人
。
行
方
不
明
者
を
防
ぐ

対
策
が
必
要
で
あ
る
。
本

市
の
状
況
は
、
ど
う
か
。

福
祉
部
長　
平
成
25
年
度

に
家
族
等
か
ら
警
察
署
を

通
し
て
、
防
災
行
政
無
線

に
よ
る
高
齢
者
の
捜
索
協

力
を
呼
び
掛
け
た
ケ
ー
ス

は
12
件
で
あ
っ
た
。

議
員　
こ
の
件
数
は
呼
び

掛
け
た
件
数
で
、
市
と
し

て
正
確
な
数
字
を
把
握
す

べ
き
で
は
な
い
か
。
ま
た
、

行
方
不
明
者
の
捜
索
を
警

察
任
せ
で
は
な
く
、
地
域

社
会
で
捜
索
協
力
シ
ス
テ

ム
を
構
築
す
べ
き
で
は
な

い
か
。
既
存
の
メ
ー
ル
配

信
シ
ス
テ
ム
や
「
あ
ん
し

ん
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
等
を

活
用
し
て
は
。

福
祉
部
長　
警
察
と
協
議

し
件
数
の
把
握
に
努
め
る
。

捜
索
に
つ
い
て
は
、
県
の

「
Ｓ
Ｏ
Ｓ
連
絡
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
を
活
用
し
、
さ
ら
な

る
捜
索
に
つ
い
て
は
、
関

係
部
署
と
協
議
し
研
究
し

て
い
く
。

日
は
朝
食
を
食
べ
な
い
小

中
学
生
の
割
合
は
改
善
だ

が
、
大
人
の
割
合
19
％
で

後
退
。

議
員　
文
部
科
学
省
の
調

査
に
、
朝
食
を
食
べ
て
い

る
子
供
ほ
ど
学
力
調
査
の

平
均
正
答
率
、
体
力
テ
ス

ト
の
合
計
点
が
高
く
、
肥

満
傾
向
児
出
現
率
が
低
い

デ
ー
タ
も
あ
る
。
出
産
後

の
母
親
の
食
生
活
ケ
ア
や

男
性
が
食
事
や
介
護
食
を

作
れ
る
人
を
増
や
す
政
策

が
必
要
。
市
に
で
き
る
こ

と
は
、
き
っ
か
け
づ
く

り
な
の
で
、「
食
育
月
間
」

や 「
食
育
の
日
」に
、フ

ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
な
ど
で

食
育
情
報
な
ど
伝
え
、

啓
発
を
。

福
祉
部
長　

地
域
の

各
種
団
体
や
企
業
の

力
も
生
か
し
て
、
行
政

も
一
緒
に
食
育
を
進

め
る
。

議
員　

コ
ー
ス
選
定

や
名
称
募
集
な
ど
取

り
組
ん
で
い
た
が
、
進
捗

状
況
は
。

市
民
生
活
部
長　
２
つ
の

ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ー
ス
と
、

文
化
財
な
ど
を
考
慮
し
た

５
つ
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ

ー
ス
を
選
定
・
整
備
し
、

７
月
１
日
に
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
へ
掲
載
。
マ
ッ
プ
を

作
成
し
、市
民
へ
周
知
す
る
。

議
員　
市
制
50
周
年
に
向

け
、
市
民
と
協
働
で
「
マ

ッ
プ
」
作
り
を
要
望
。

議
員　
「
食

育
推
進
計

画
」
の
進

捗
状
況
は
。

福
祉
部
長　
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
に
お
い
て
、
食
育
の

言
葉
も
意
味
も
知
っ
て
い

る
人
の
割
合
は
43
％
。
毎

集
団
的
自
衛
権
の
行
使・

   

解
釈
改
憲
の
市
長
見
解
は

「
外
交
を
尽
く
し
て
対
話
に
よ
る
解
決
を
」

望
月 

久
晴 

議
員

安全保障

都
市
整
備
部
長　

市
内
は
土
地
区
画

整
理
事
業
等
で
整

備
さ
れ
て
お
り
、

地
籍
は
地
籍
調
査

に
よ
る
効
果
と
同

じ
要
素
を
持
ち
合

わ
せ
て
い
る
と
捉

え
て
い
る
。

議
員　

し
か
し
、  

国
土
交
通
省
が
う

た
う
地
籍
調
査
の
利
点
と

し
て
「
市
町
村
が
作
成
し

た
地
籍
調
査
成
果
証
明
を

も
っ
て
登
記
手
続
き
に
必

要
な
境
界
確
認
に
代
え
る

こ
と
も
で
き
る
」と
あ
る
。

同
じ
要
素
で
あ
る
と
は
思

え
な
い
。

　
地
籍
調
査
の
根
拠
法
で

あ
る
国
土
調
査
法
の
第
19

条
第
５
項
に
「
土
地
区
画

整
理
事
業
の
成
果
が
国
土

交
通
大
臣
の
認
証
を
得
る

こ
と
に
よ
り
地
籍
調
査
の

成
果
と
同
一
の
効
果
が
あ

る
も
の
と
し
て
指
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る

が
、
現
在
施
行
中
の
新
曽

第
一
・
第
二
土
地
区
画
整

理
事
業
の
完
了
後
に
認
証

を
試
み
る
予
定
は
あ
る
か
。

市にできることは
          きっかけづくり
「各種団体や企業力も生かしていく」

斎藤 直子 議員

食
育
推
進

▶
日
本
国
憲
法
第
９
条
「
戦
争
の
放
棄
」

市
内
の
認
知
症
に
よ
る

　
　
　　行
方
不
明
者
数
は

「
防
災
行
政
無
線
で
の
呼
び
か
け
は
25
件
」

馬
場 

栄
一
郎 

議
員

高齢者

▶
シ
ル
バ
ー
料
理
サ
ー
ク
ル
の

　

実
習
風
景

議
員　
被
災
建
築
物
応
急

危
険
度
判
定
は
、
大
地
震

に
よ
り
被
災
し
た
建
築
物

を
調
査
し
、
そ
の
後
に
発

生
す
る
余
震
な
ど
に
よ
る

倒
壊
の
危
険
性
や
外
壁
・

窓
ガ
ラ
ス
の
落
下
、
付
属

設
備
の
転
倒
な
ど
の
危
険

性
を
判
定
す
る
こ
と
で
、

人
命
に
か
か
る
二
次
的
災

害
防
止
を
目
的
と
し
て
い

る
。
埼
玉
県
の
要
綱
に
基

づ
く
市
の
対
応
は
。

都
市
整
備
部
長　

本
年

度
、
市
の
被
災
建
築
物
応

急
危
険
度
判
定
要
綱
を
定

め
る
と
と
も
に
、
判
定
士

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実

も
図
っ
て
い
く
。

▲行方不明者を探しています　

　　　　　「 こちらは防災戸田です。戸田市役所から
　　　　　　   お知らせします。本日〜〜」

最
も
重
要
で
あ
る
と
考
え

る
。
こ
の
解
釈
の
変
更
は
、

国
民
が
納
得
し
得
る
国
会

で
の
議
論
と
、
国
民
へ
の

丁
寧
な
説
明
が
必
要
で
あ

る
。

議
員　

生
活
改
善
指
導
、

生
き
が
い
づ
く
り
等
、
今

後
の
対
策
は

福
祉
部
長　
今
年
度
、
横

断
的
な
「
健
康
な
ま
ち
づ

く
り
推
進
庁
内
会
議
」
を

設
置
し
取
り
組
ん
で
い
く
。

議
員　

レ
セ
プ
ト
の
点

検
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
の
使
用
促
進
、
各
種
保

健
指
導
の
充
実
で
、
医
療

費
の
適
正
化
を
図
っ
て
は
。

福
祉
部
長　
医
療
費
分
析

等
業
務
委
託
に
よ
り
、「
糖

尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防

事
業
」
の
実
施
、
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
の
差
額
通

知
の
拡
大
と
利
用
促
進
な

ど
対
策
を
実
施
す
る
。

都
市
整
備
部
長　
当
該
事

業
の
確
定
測
量
の
成
果
に

つ
い
て
、
認
証
を
得
る
た

め
の
手
続
き
を
進
め
る
。

▶
市
内
の
基
準
点
…
…
こ
の
基
準
点
を

使
っ
て
公
共
測
量
を
行
い
ま
す

          つぶやき
マ
ッ
プ
に
健
康
メ
ニ
ュ
ー

店
や
♨
が
載
る
と
い
い
ナ

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
と

ラ
ン
ニ
ン
グ
の

ま
ち
づ
く
り

「
被
災
建
築
物
応
急
危
険
度

判
定
」
の
市
の
対
応
は

市
民
の
健
康
づ
く
り
に

つ
い
て

日本国憲法(抜粋)

第２章　戦争の放棄

第９条　日本国民は、正義と秩序を基調と
する国際平和を誠実に希求し、国権の発
動たる戦争と、武力による威嚇又は武力
の行使は、国際紛争を解決する手段とし
ては、永久にこれを放棄する。
２　前項の目的を達するため、陸海空軍そ
の他の戦力は、これを保持しない。国の
交戦権は、これを認めない。

          つぶやき
全
国
で
地
籍
調
査
未
着
手

は
戸
田
を
含
め
て
13
％
！

そ
の
他
の
質
問

Ｑ
市
が
開
催
す
る
浄
化
槽

の
説
明
会
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

関
係
団
体
と
の
連
携
は
。

Ａ
可
能
な
限
り
協
力
。

Ｑ
公
共
座
標
の
基
準
点
に

つ
い
て
震
災
後
の
再
測

量
は
。

Ａ
予
算
状
況
を
鑑
み
な
が

ら
進
め
て
い
く
。


